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雄武町図書館
休館期間

5 月 20 日㈪～ 8 月 10 日㈯
休館期間中の問い合わせ

☎ 84 － 2404
FAX 85 － 7711

（平日 8 時 30 分～ 17 時）

図書館
情報新図書館への移転作業のため、５月 20 日㈪から雄武町図書館を休館

しています。
ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
休館期間 ８月 10日㈯まで

８月 11 日㈰からは新図書館が開館となります。

利用者の皆さまへ

今月のお知らせ情報

『図書館移転に伴う臨時休館のお知らせ』

図書利用カードが新しくなります！
新図書館オープンにより、図書館の利用カードが新しくなります。初回来館時に旧カードと交換

しますので、図書利用カードを貸出カウンターにお持ちください。
旧カード紛失時は、氏名で登録情報を確認させていただきます。また、住所・連絡先など登録時

のデータから変更がある際はお知らせください。

ご自宅や学校に、未返却の本はありませんか？
新図書館オープンの準備に必要となりますので返却期限の過ぎた本

がありましたら、至急、ご返却をお願いします。
＊休館中の返却については、現図書館（栄町）の「返却ポスト（駐車
場側玄関）」をご利用ください。

返却ポストは 24 時間利用可能です。

あなたの読書感想文を募集しています！
図書館では、第 41 回読書感想文コンクールの開催に際し、小説・童話・伝記・詩歌・紀行文など

の感想文（雑誌・教科書を除く）を募集しています。応募方法は次のとおりです。

応募資格 町内の学校に通学する小学３年生以上の児童・生徒および一般町民
応募点数 感想文 １人１点
字数・用紙 400 字詰めＢ 4 縦書き原稿用紙を使用してください。

  小学校３・４年生の部 1,200 字以内
  小学校５・６年生の部 1,200 字以内
  中学生の部 2,000 字以内
  高校生 ・ 一般の部 2,000 字以内

応募締切 ９月３日㈫まで（18 時必着）
提 出 先 雄武町図書館（末広町二区）

暮らしの

年金情報

国民年金保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金を受け取ることができないことや、万
が一のときに障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができなくなる場合があります。

必ず保険料を納めるか、収入の減少や失業等で保険料を納めることが経済的に難しいときは「保険料
免除・納付猶予制度」の手続きをしましょう。

【申請手続きに必要なもの】 年金手帳などの基礎年金番号がわかるもの、印鑑、雇用保険受給資格者証
の写しまたは雇用保険被保険者離職票などの写し。

【申請期間】 各年度の 7 月から翌年 6 月までの保険料が対象です。過去の期間は申請が受理された月か
ら 2 年 1 か月前まで申請できます。すでに保険料が納付済の月は免除の対象にはなりません。

※失業した場合も申請することにより、保険料の納付免除または猶予される場合があります。

保険料の ｢免除｣ と「納付猶予」は以下の表のとおり、その期間が年金額に反映されるか否かで違いがあります。

老 齢 基 礎 年 金 障害基礎年金
遺族基礎年金

（受給資格期間への算入）受給資格期間への算入 年金額への反映

納 付 ○ ○ ○

全額免除 ○     ○※ 2 ○

   一部納付※ 1 ○     ○※ 3 ○

納付猶予 ○ × ○

未 納 × × ×
※ 1 一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付していることが必要です。
※ 2 平成 21 年 4 月分以降は、2 分の 1 が支給されます。（21 年 3 月分までは 3 分の 1）
※ 3 4 分の 1 納付の場合は「8 分の 5」が支給されます。（21 年 3 月分までは 2 分の 1）

2 分の 1 納付の場合は「8 分の 6」が支給されます。（21 年 3 月分までは 3 分の 2）
4 分の 3 納付の場合は「8 分の 7」が支給されます。（21 年 3 月分までは 6 分の 5）

◆ ◆ 免除後に受給する年金額を増やすには追納する必要があります。（追納制度については広報６月号に掲載しています）

国民年金保険料の納付に困ったら

◉免除制度
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、本人が申請書を提出し、提出後に承認さ

れると保険料の納付が免除になります。所得に応じて保険料の全額または一部（４分の１、半額、４
分の３）が免除になります。

◉納付猶予制度
本人と配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、本人が申請書を提出し、提出後に承認されると保

険料の納付が猶予されます。対象年齢は５０歳未満です。
◉法定免除制度

生活保護や障害基礎年金などを受けている人が届け出ることで、保険料が免除されます。生活保護
等に該当した日や障害認定日を含む月の前月の保険料から免除されます。過去にさかのぼって法定免
除の要件に該当した場合は、その期間に納付した保険料は還付されます。（非該当になったときも届け
出が必要）

問住民生活課戸籍住民係 問北見年金事務所国民年金課 ☎0157‐ 25‐ 9635（自動音声案内2→ 2）


